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7 2015（平成27年）

国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�7月15日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付� 7月31日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月15日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 7月31日

　消費税率引上げの影響を緩和するため設け
られた低所得者に対する「臨時福祉給付金」
（給付額：１人６千円）と、子育て世帯に対
する「子育て世帯臨時特例給付金」（給付額：
児童１人３千円）が、前年度に引き続き非課
税で平成27年度も支給されます。ただし、給
付額は、前年度に比べ減っています。

ワンポイント 低所得者と子育て世帯の臨時給付金

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

20日・海の日
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７月号─2

　

平
成
二
十
七
年
四
月
よ
り
「
専
門

的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働

者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
有
期

雇
用
特
別
措
置
法
）」
が
施
行
さ
れ

ま
し
た
。

一
　
概
要

㈠
　
労
働
契
約
法
と
の
関
係

　

有
期
雇
用
特
別
措
置
法
は
、
労
働

契
約
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
無
期
転

換
ル
ー
ル
（
有
期
労
働
契
約
が
反
復

更
新
さ
れ
て
通
算
五
年
※
を
超
え
る

こ
と
に
な
る
契
約
期
間
内
に
、
労
働

者
の
申
込
み
に
よ
り
、
無
期
労
働
契

約
に
転
換
で
き
る
）
に
対
す
る
特
別

な
措
置
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で

す
。

　

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、

そ
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
無
期
転
換

申
込
権
が
発
生
せ
ず
、
引
き
続
き
有

期
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
通
算
す
る
労
働
契
約
期
間
は
、
改

正
労
働
契
約
法
の
施
行
日
で
あ
る

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
（
ま
た
は
更
新
）
さ
れ
た
有

期
労
働
契
約
が
対
象
で
す
。

㈡
　
対
象
労
働
者

　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
者

が
対
象
で
す
。

①　

高
度
な
専
門
的
知
識
等
を
持
つ

有
期
雇
用
労
働
者

②　

定
年
到
達
後
に
継
続
雇
用
さ
れ

る
有
期
雇
用
労
働
者

　

①
は
さ
ら
に
細
か
く
定
め
ら
れ
、

年
収
一
、〇
七
五
万
円
以
上
で
あ
り
、

一
定
の
専
門
的
知
識
等
を
必
要
と
す

る
業
務
（
五
年
を
超
え
る
一
定
期
間

内
に
完
了
予
定
の
も
の
に
限
る
。）

に
就
く
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
象
と
さ
れ
る
専
門
的
知
識
等
の
例

・
博
士
の
学
位
を
有
す
る
者

・
公
認
会
計
士
、
医
師
、
歯
科
医

師
、
獣
医
師
、
弁
護
士
、
一
級
建

築
士
、
税
理
士
、
薬
剤
師
、
社
会

保
険
労
務
士
、
不
動
産
鑑
定
士
、

技
術
士
ま
た
は
弁
理
士

・
Ｉ
Ｔ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ス
ト
等
の
資
格

試
験
に
合
格
し
て
い
る
者

・
特
許
発
明
の
発
明
者
等

・
学
歴
別
の
一
定
の
実
務
経
験
を
有

す
る
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
デ

ザ
イ
ナ
ー

・
シ
ス
テ
ム
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
シ

ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
の
実

務
経
験
五
年
以
上
）

　

以
下
の
本
文
中
で
は
前
記
①
に
該

当
す
る
者
を
「
高
度
専
門
職
」、
②

に
該
当
す
る
者
を
「
継
続
雇
用
の
高

齢
者
」
と
表
記
し
ま
す
。

㈢
　
特
例
の
内
容

①　

高
度
専
門
職

　

五
年
を
超
え
る
一
定
期
間
内
に
完

了
す
る
業
務
に
就
く
期
間
は
、
原
則

と
し
て
、
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生

し
ま
せ
ん
（
発
生
し
な
い
期
間
の
上

限
は
十
年
）。

②　

継
続
雇
用
の
高
齢
者

　

定
年
後
、
同
一
の
事
業
主
に
引
き

続
き
雇
用
さ
れ
て
い
る
期
間
（
上
限

定
め
な
し
）
は
、
無
期
転
換
申
込
権

が
発
生
し
ま
せ
ん
。

二
　
特
例
の
適
用

　

無
期
転
換
ル
ー
ル
の
特
例
の
適
用

を
受
け
る
た
め
に
は
、
事
業
主
が
、

雇
用
管
理
措
置
の
計
画
を
作
成
し
、

都
道
府
県
労
働
局
長
の
認
定
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

㈠
　
計
画
の
作
成

①　

高
度
専
門
職

　

次
の
ア
〜
カ
の
い
ず
れ
か
を
行
う

こ
と
を
表
示
し
た
「
第
一
種
計
画
認

定
・
変
更
申
請
書
」を
作
成
し
ま
す
。

ア　

教
育
訓
練
休
暇
の
付
与

　
　

高
度
専
門
職
の
能
力
の
維
持
向

上
を
自
主
的
に
図
る
教
育
訓
練
を

受
け
る
た
め
の
有
給
休
暇
等
を
付

与
（
労
働
基
準
法
上
の
年
次
有
給

休
暇
と
し
て
付
与
し
た
も
の
を
除

く
）。

イ　

教
育
訓
練
時
間
の
確
保

　
　

始
業
ま
た
は
終
業
時
刻
の
変
更
、

勤
務
時
間
の
短
縮
な
ど
。

ウ　

教
育
訓
練
費
用
の
助
成

　
　

受
講
料
等
の
金
銭
的
援
助
な
ど
、

高
度
専
門
職
の
自
発
的
な
職
業
能

力
の
開
発
を
支
援
す
る
た
め
の
教

育
訓
練
費
用
の
助
成
。

エ　

業
務
遂
行
過
程
外
の
教
育
訓
練

実
施

　
　

事
業
主
、
ま
た
は
そ
の
他
の
者

に
よ
る
教
育
訓
練
を
受
け
る
機
会

（
学
会
参
加
な
ど
）
を
確
保
。

オ　

職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会

の
確
保

　
　

事
業
主
ま
た
は
そ
の
他
の
者
が

行
う
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機

会
の
確
保
。

カ　

情
報
の
提
供
、
相
談
の
機
会
の

確
保
等
の
援
助

　
　

業
務
の
遂
行
に
必
要
な
技
能
な

ど
の
事
項
に
関
す
る
情
報
提
供
、

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
に

有
期
雇
用

　特
別
措
置
法

　
　
　
　の
施
行
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よ
る
相
談
の
機
会
の
確
保
等
の
援

助
。

②　

継
続
雇
用
の
高
齢
者

　

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
（
ａ
定

年
の
引
上
げ
、
ｂ
継
続
雇
用
制
度
の

導
入
、ｃ
定
年
の
廃
止
の
い
ず
れ
か
）

及
び
次
の
ア
〜
ク
の
い
ず
れ
か
を
行

う
こ
と
を
表
示
し
た
「
第
二
種
計
画

認
定
・
変
更
申
請
書
」
を
作
成
し
ま

す
。

ア　

高
年
齢
者
雇
用
推
進
者
（
高
年

齢
者
雇
用
安
定
法
第
十
一
条
）
の

選
任

イ　

職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の

た
め
の
教
育
訓
練
実
施
等

　
　

業
務
遂
行
の
過
程
外
に
お
け
る

教
育
訓
練
の
実
施
ま
た
は
教
育
訓

練
の
受
講
機
会
の
確
保
。

ウ　

作
業
施
設
、
方
法
の
改
善

　
　

身
体
的
機
能
や
体
力
等
が
低
下

し
た
高
年
齢
者
の
職
業
能
力
の
発

揮
を
可
能
と
す
る
た
め
の
作
業
補

助
具
の
導
入
を
含
め
た
機
械
設
備

の
改
善
、
作
業
方
法
の
改
善
、
照

明
そ
の
他
の
作
業
環
境
の
改
善
な

ど
。

エ　

健
康
管
理
、
安
全
衛
生
の
配
慮

　
　

身
体
的
機
能
や
体
力
等
の
低
下

を
踏
ま
え
た
職
場
の
安
全
性
の
確

保
、
事
故
防
止
へ
の
配
慮
な
ど
。

オ　

職
域
の
拡
大

　
　

年
齢
構
成
の
高
齢
化
に
対
応
し

た
職
務
の
再
設
計
な
ど
。

カ　

知
識
、
経
験
等
を
活
用
で
き
る

配
置
、
処
遇
の
推
進

　
　

高
年
齢
者
の
知
識
、
経
験
等
を

活
用
で
き
る
配
置
、
職
業
能
力
を

評
価
す
る
仕
組
み
、
資
格
制
度
、

専
門
職
制
度
な
ど
の
整
備
。

キ　

賃
金
体
系
の
見
直
し

　
　

高
年
齢
者
の
就
労
の
機
会
を
確

保
す
る
た
め
の
能
力
、
職
務
等
の

要
素
を
重
視
す
る
賃
金
制
度
の
整

備
。

ク　

勤
務
時
間
制
度
の
弾
力
化

　
　

高
齢
期
に
お
け
る
就
業
希
望
の

多
様
化
や
体
力
の
個
人
差
に
対
応

す
る
た
め
の
短
時
間
勤
務
、
隔
日

勤
務
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
活
用
な

ど
。

㈡
　
申
請
書
の
提
出

①　

提
出
先

　

雇
用
管
理
措
置
の
計
画
の
申
請
は
、

本
社
・
本
店
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

労
働
局
に
提
出
（
労
働
基
準
監
督
署

を
経
由
可
）
し
ま
す
。
郵
送
や
電
子

申
請
も
可
能
で
す
。

　

高
度
専
門
職
に
つ
い
て
の
特
例
の

適
用
を
希
望
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

会
社
に
複
数
の
有
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
計
画
の
認
定
申
請
を
行
い
ま
す
。

　

継
続
雇
用
の
高
齢
者
は
、
複
数
の

該
当
者
が
い
る
場
合
で
も
一
事
業
主

に
つ
き
一
回
の
申
請
で
足
り
ま
す
。

②　

提
出
物

　

都
道
府
県
労
働
局
に
は
次
の
も
の

を
提
出
し
ま
す
。

・
第
一
種
（
第
二
種
）
計
画
認
定
・

変
更
申
請
書
※

・
雇
用
管
理
上
の
措
置
を
行
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
（
就

業
規
則
等
）

※
計
画
書
の
様
式
は
、
厚
生
労
働
省

の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

㈢
　
認
定

　

審
査
を
終
え
た
後
、
認
定
通
知
書

の
交
付
は
、
原
則
と
し
て
、
申
請
し

た
都
道
府
県
労
働
局
（
労
働
基
準
監

督
署
経
由
で
申
請
し
た
場
合
は
、
労

働
基
準
監
督
署
）
で
行
わ
れ
ま
す
。

　

認
定
を
受
け
た
後
、
一
定
期
間
ご

と
に
更
新
を
す
る
定
め
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
有
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容

や
期
間
等
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
や

当
初
の
申
請
時
に
提
出
し
た
雇
用
管

理
に
関
す
る
措
置
を
行
わ
な
く
な
っ

た
等
の
際
は
変
更
申
請
を
行
い
ま
す
。

　

特
例
の
効
果
は
、
認
定
を
受
け
る

前
の
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後

の
期
間
に
も
及
び
ま
す
（
既
に
無
期

転
換
申
込
権
を
行
使
し
て
い
る
場
合

を
除
く
）。
例
え
ば
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

開
始
後
に
認
定
を
受
け
た
場
合
も
、

開
始
前
に
認
定
を
受
け
た
と
き
と
同

様
に
効
果
が
発
生
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
七
年
四
月
以
後
に
急
い

で
申
請
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
雇
用
管
理
措
置
等
に
つ
い
て

意
見
聴
取
や
周
知
を
行
う
な
ど
、
関

係
労
働
者
の
理
解
と
協
力
を
得
な
が

ら
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

三
　
関
連
事
項

①　

就
業
規
則
の
変
更

　

常
時
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用

す
る
事
業
場
に
お
い
て
、
雇
用
管
理

措
置
の
実
施
に
伴
い
就
業
規
則
の
変

更
が
生
じ
る
場
合
は
、
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
に
届
け
出
ま
す
。

②　

労
働
条
件
の
明
示

　

労
働
契
約
の
締
結
・
更
新
時
に
、

特
例
の
対
象
と
な
る
労
働
者
に
対
し

て
、
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
し
な

い
期
間
を
書
面
で
明
示
す
る
と
と
も

に
、
高
度
専
門
職
に
対
し
て
は
、
特

例
の
対
象
と
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

業
務
内
容
も
書
面
で
明
示
し
ま
す
。
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　従来の雇用保険の各種給付は、受給者保
護と迅速な給付を行うために申請期限を厳
守することとされ、所定の申請期限を過ぎ
たときは給付を受けることができませんで
した。
　平成27年４月以後は、この扱いが改め
られ、申請期限を過ぎた場合でも、時効が
完成するまでの期間（２年間）について申
請が可能になりました。ただし、迅速な給
付のため、原則としては、従来どおり所定
の申請期限内に行った方がよいでしょう。
（例）育児休業給付金の場合
申請期限：支給単位期間の初日から起算し

て「４か月」を経過する日の属
する月の末日

時効期間：支給単位期間の末日の翌日から
起算して「２年」を経過する日

＜対象となる給付＞
　就業手当、再就職手当、就業促進定着手
当、常用就職支度手当、移転費、広域求職
活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付
金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付
金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続
基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休
業給付金、介護休業給付金。
※失業中に受ける「基本手当」は、上記の
対象給付に含まれていません。同手当は
所定の認定日に出頭し、就職の意思・能
力があるにもかかわらず、職業に就くこ
とができない状態と認められたときに支
給され、やむを得ない理由で認定日に出
頭できないときは認定日の変更等が可能
です。
　平成27年４月前に各給付金の支給申請
を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎ
たことで支給されなかった方については、
再度申請をし、その申請日が各給付の時効
の完成前であって、各給付金の要件を満た
していれば支給されます。

　労災・通勤災害で介護が必要になった方
には介護（補償）給付が支給されます。
　平成27年４月よりこの給付の最高限度
額・最低保障額が、次のとおり引き上げら
れました。カッコ内は従来の額です。
１「常時」介護を要する者（親族等の介護な
し）
　最高限度額	 104,570円	（104,290円）
　最低保障額	 56,790円	 （56,600円）
２「随時」介護を要する者（親族等の介護な
し）
　最高限度額	 52,290円	 （52,150円）
　最低保障額	 28,400円	 （28,300円）
　介護を要する状態に応じて「常時介護」
「随時介護」に分けられ、親族等による介
護の有無や介護の費用として支出した額に
応じて、支給額を算出します。その際に、
算出した額が最高限度額を上回る場合は、
最高限度額が支給され、最低保障額を下回
る場合は、最低保障額が支給されます。

　
建
設
業
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お
け
る
労
災
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険
料
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す
る
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金
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把
握
す
る
こ
と
が
困
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と
き
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に
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務
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を
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賃
金
総
額
の
代
わ
り
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用
い
る
特
例
が
認
め
ら
れ
て
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ま
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。

　
特
例
を
用
い
る
と
き
の
「
請
負
金

額
」
は
、
平
成
二
十
七
年
四
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以
後

に
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立
し
た
有
期
事
業
で
は
、
消
費

税
を
「
除
い
た
額
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と
さ
れ
ま
し
た

（
従
来
は
消
費
税
込
み
の
額
）。

　
な
お
、
小
規
模
建
設
業
で
は
、
複

数
事
業
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
申
告

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
一
括
対

象
と
な
る
事
業
規
模
の
要
件
も
変
更

さ
れ
、請
負
金
額
（
税
抜
）
が
「
一
億

八
千
万
円
」
未
満
と
さ
れ
ま
し
た
。

※
従
来
は
、
請
負
金
額
（
税
込
）
が

「
一
億
九
千
万
円
」
未
満

　
改
正
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
労

働
基
準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

所定期限後の申請が可能に
なりました（雇用保険）

介護補償給付の限度額変更
（労災保険）建

設
業
の
労
災
保
険
料
算
出
方
法
の
変
更


